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概要

地域と学校が連携・協働し、保護者や地域
住民等の「こども応援団」の参加により、
地域全体で子どもたちの成長を支える。

子どもへの関わりを通して地域、公民館
と学校がよりよくつながり、地域ぐるみ
で子育てを行う共同体機能を強化する。

目的
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地域のつながり
や教育力の強化

教職員が
学校で

子どもたちを
育てる。

保護者や地域の方が
地域社会で
子どもたちを
育てる。

ねらいや育てたい子ども像の共有

教員の指導力の向上

子どものさら
なる成長

学校教育 社会教育
地域の方と
教職員が
協働的に
子どもたち
を育てる

地域学校
協働活動
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学習指導要領前文(H29告示)

改訂の基本的な考え方

これまでの我が国の学校教育の実践や蓄積を生かし、子供たちが未

来社会を切り拓ひらくための資質・能力を一層確実に育成することを

目指す。その際、子供たちに求められる資質・能力とは何かを社会と

共有し、連携する「社会に開かれた教育課程」を重視すること。

④ 各学校におけるカリキュラム・マネジメントの推進

学校全体として，児童生徒や学校，地域の実態を適切に把握し，教育内容や時間の配分，

必要な人的・物的体制の確保，教育課程の実施状況に基づく改善などを通して，教育活動

の質を向上させ，学習の効果の最大化を図るカリキュラム・マネジメントに努めること 4



「令和の日本型学校教育」の構築を目指して(R3答申)

２．日本型学校教育の成り立ちと成果、直面する課題と新たな動き
について （４）新たな動き

・・・新しい学習指導要領では資質・能力を「知識及び技能」、

「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」の

３つの柱に整理した上で、よりよい学校教育を通してよりよい社会

を創るという理念を学校と社会とが共有し、どのような資質・能力

を身に付けられるのかを明確にしながら、学校教育を学校内に閉じ

ず、地域の人的・物的資源も活用し，社会との連携及び協働により

その実現を図る「社会に開かれた教育課程」を重視する・・。
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守山市教育行政大綱

「心豊かで、しなやかに生き抜く人づくり」（令和６年度～９年度）

学校園、家庭、地域との関わり合いを通して、これからの予測困難な時代を生き抜くための

力を養う教育の推進。社会全体がこどもの教育に関わり、「すべての人がともに学び支え

合う」ことで、基本理念の実現に向けた教育を推進する。

令和７年度守山市教育方針

２ 令和７年度各事業の取組

(4) 学校・園教育について

社会情勢や教育環境の変化に対応しつつ、新しい学校・園教育のあり方を見定め、「生きる
力」を育む教育を推進し、心豊かで、しなやかに生きる園児、児童生徒を育成します。また、
校種間の一層の連携を図り創意ある教育活動を展開する中で、地域に開かれ、地域の信頼に
応える学校・園教育を推進します。

さらに、地域や保護者との連携を推進し、チーム学校・園として学校力・園力の向上に努め、
学校・園の教育方針や教育活動の情報を地域に発信し、地域人材の支援を得て、学校と地
域社会との強力なパートナーシップのもと、地域の教育力を最大限に生かした教育活
動の充実を図ります。・・・ 6



地域学校協働活動

１年目（R5） 連携の土台づくり

・小学校２校、中学校１校を指定

２年目（R6） こども応援団の開拓

・全小中学校で開始。できる活動から実施

３年目（R７） 双方向の連携

・ねらいや育てたい子ども像を共有して実施

今後の展望 地域主体の取組との連携

連携の日常化
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地域と学校が連携・協働し、幅広い地域住民や保護者等の参画により地域全体で子どもたちの成長を
支え、地域を創生する地域学校協働活動の推進

目的：地域学校協働活動にかかわるすべての人が、共通の目標をもって子どもの成長にかかわる共同体をつくる。

子ども
コミュニケーション能力の向上、
地域への社会参画意識の向上

居場所の発見、地域のよさの気
づき

教職員
地域の人とのかかわりによる見
識の広がり、
地域理解・保護者理解の深まり

保護者
つながりによる子育て相談機会の
増加、子ども理解の深まり、学校の
状況理解の深まり

地域・公民館
子どもとのふれあい、やりがいの創
出、地域の活性化、
学校や子ども理解、社会参画意識
の向上、地域の担い手不足の解消

地域学校
協働活動

地域の子どもを中心とした
住民等のつながりの創出

地域
コーディネーター
（公民館職員）

学校
子ども応援団

（地域ボランティア）

連絡・調整
連絡・調整

連携

地域学校協働活動

守山版
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公民館と学校の組み合わせ

守山公民館（守山小、物部小） 、吉身公民館（吉身小、立入が丘小）、

小津公民館（守山南中、小津小）、玉津公民館（守山中、玉津小）

河西公民館（守山北中、河西小）、速野公民館（速野小）

中洲公民館（明富中、中洲小）
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書体験（河西小）

ボランティア活動による子どもの活動支援

５年生田植え体験（守山小） 花壇ボランティア（物部小） 地域の方と稲刈り（速野小）

夏休みの図書室開放（玉津小） 10



ボランティア活動による子どもの活動支援

いもほり（河西小） 家庭科支援（玉津小） 家庭科支援（守山中）

合唱コンクール支援（守山南中） 昔遊び支援（吉身小）
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中庭活性化プロジェクト（明富中）

自治会長会で参観（小津小） 地域会議の学校開催（守山南中）

学校施設を使っていただく

自治会長会を学校で開催（守山中）
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ほうかごたいけん教室の実施（立入が丘小）

学校施設を使っていただく
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地域と共におこなう活動

学区防災訓練（守山北中）学区民のつどい参加（守山中）

あいさつうちわ運動（中洲小） 学区民のつどい参加（河西小） 14



期待される効果

こどもにとって・・・

○地域の人々と子どもたちの活動や交流を通して、子どもたちの

コミュニケーション力や社会性が育つ

○地域の人々の多様な知識・経験により、子どもたちの多様な体

験の場が増え、子どもたちの学習に対する興味・関心・意欲が

高まる

○地域の人々との交流を通して多様な価値観や文化に触れること

ができ、地域のよさに気づく

○周りの人への感謝の気持ちや、地域への愛着が深まる
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期待される効果

学校・先生たちにとって・・・

○地域の人々の専門的な知識や技能を生かして、より豊かな授業

をつくることができる

○学校や子どもの実態を地域の人たちに理解してもらえ、学校を

より開かれたものにできる

○先生とは異なる視点から新しい学習の課題を見つけたり、提案

したりするなど、学校にとって新たな発想や工夫をもたらす

○活動を通して、学校への理解・共感を深めることができ、学校

と地域の人々を強く結びつける
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期待される効果

地域住民（こども応援団）にとって・・・

〇子どもたちのことがわかり、子どもたちとのつながりができる

〇子どもたちから元気をもらえる

〇自分の経験や特技、学んだことを生かすことができる

〇学校や子どもの役に立つことで、喜びや充実感を得ることがで

きる

〇より向上したい、学びたいという意欲がわいてくる

〇活動を通して、人や地域とのつながりがより深く豊かになる

〇学校や子どもたちに関わるということは、未来のまちづくりに

参画することにつながる 17



学校運営協議会
知る（情報共有）

考える（熟議）

地域学校協働活動と学校運営協議会

地域学校協働活動

実現させる（協働）

ビジョン共有
地域・家庭・学校の現状理解
めざす子ども像の共有
学校運営ビジョンの共有

活動に携わる各団体
（個人）の取組共有

校長・地域住民・
保護者・元教員・
地域学校協働活動
関係者等で組織
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